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第1章 計画策定の趣旨等

１．計画策定の背景と主旨

２．介護保険制度の改正

３．計画の位置づけ

４．計画の基本理念

５．日常生活圏域について

６．計画の期間

７．計画の策定体制

８．計画の推進体制

９．計画の進行管理



保険者機能強化の取組

保 険 者 機 能
強 化 推 進 交 付 金

自立支援・重度化防止に向けた取組の推進として、
①データに基づく課題分析と対応
②適切な指標による実績評価
③交付金（財政的インセンティブ）の付与

を法律により制度化。

●保険者ごとに地域特性に応じた取組を実施し、実績評価として点数化。これを基に交付金を付与するもの。

【評価指標（案）】
Ⅰ PDCAサイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築
（人口等の将来推計、計画目標の達成度や改善策、計画の見直し等に関すること）

Ⅱ 自立支援・重度化防止等に資する施策の推進
（施設整備、介護事業所への研修、地域包括支援センターの体制、医療・介護連携、介護予防、
生活支援体制の整備等に関すること）

Ⅲ 介護保険運営の安定化に資する施策の推進
（介護給付の適正化、介護人材の確保等に関すること）



高所得者の利用者負担割合の見直し



介護納付金における総報酬割の導入



計画の基本理念

今後、高齢者がさらに増加する中では、支援や介護が必要となっても可能な限り住み慣れた地域や自宅で、
心のふれあいや支え合いの中で安心して生活できるような社会を築いていくことが重要です。
本計画では、地域包括ケアシステムの更なる推進を図るため、「住み慣れた地域でともに支えあい、最期

まで安心して暮らせるまちづくり」を基本理念とした計画を策定します。

住み慣れた地域でともに支えあい、
最期まで安心して暮らせるまちづくり

高齢者の

尊厳の確保

活力ある

高齢期の実現

介護予防の

推進

ともに生きる

まちづくり

利用者本位の

サービスの確立

基 本 理 念 の 視 点



第2章 高齢者を取り巻く現状

１．人口構成の推移

２．要介護（支援）認定者及び事業対象者の推移

３．介護保険サービスの状況

４．高齢者等アンケート調査の実施結果

５．小学校区別の分析

６．古賀市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の評価

７．現状と課題の整理



古賀市の将来推計人口

各年９月末

※１　人口実績値は住民基本台帳より引用した。

※２　人口推計値はコーホート要因法による推計をした。推計は、宅地開発による人口増減の影響は考慮していない。
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※ ２０１７年の「全国」は、暫定値である。

「福岡県」の推計値は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成２５年３月公表）」
による推計結果である。

「全国」の推計値は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成２９年推計）」
の出生中位・死亡中位仮定による推計結果である。

（率）

【年齢区分別人口推計】 【高齢化率の推移】



古賀市の要介護認定者の将来推計

各年９月末

　　　※　( )内は、要介護（支援）認定者数の合計
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第3章 地域包括ケアシステムの構築に向けて

１．基本理念と基本目標

２．計画の体系と古賀市版地域包括ケアシステム

３．基本施策について
基本施策１ 地域支え合い体制の構築

基本施策２ 相談支援の推進

基本施策３ 認知症施策の推進

基本施策４ 地域での生活を支える医療・介護・福祉サービスの整備



※社会保障審議会介護保険部会の資料を元に改編

医 療
介 護

住まい

いつまでも元気に暮らすために…

生活支援・介護予防

・地域包括支援センター
自治会・ボランティア・ＮＰＯなど

通院・入院

通所・入所

基本施策４

◇在宅系サービス

・訪問介護・訪問看護

・通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・短期入所生活介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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◇施設・居住系サービス

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・認知症共同生活介護

・特定施設入所者生活介護

など

・急性期病院

・亜急性期・回復期

リハビリ病院

生きがい・社会参加

・自宅

・サービス付き

高齢者向け住宅

・住宅改修

・福祉用具貸与、販売など

基本施策１

基本施策2

地域支え合い体制の構築

基本施策１

基本施策３

相談支援の推進

基本施策2

認知症施策の推進

基本施策３

地域での生活を支える医療・介護・福祉サービスの整備

基本施策４

◇介護予防・日常生活支援総合事業

・訪問型サービス ・通所型サービス

◇地域での集い・活動の場

・ヘルス・ステーション ・地域リハビリテーション

・サロン活動 ・運動、音楽

◇認知症の人を取り巻く支援体制

・認知症地域支援推進員

・認知症初期集中支援チーム

・認知症ケアパス

・認知症カフェ

◇自主的な介護予防活動

・外出促進 ・介護予防講座

・ライフプランニング事業

生活支援コーディネーター

・資源開発

・ネットワーク構築

・ニーズとサービスのマッチング

◇地域での多様な主体による支援の創設

・地域活動サポートセンター「ゆい」

・介護予防サポーターの育成（健康づくり、運動、音楽）

・シルバー人材センター ・シニアクラブ

◇地域ケア会議の充実

◇介護予防把握事業
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・訪問介護・訪問看護

・通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・短期入所生活介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

など

日常の医療

・かかりつけ医

・歯科医療、薬局

・地域の連携病院

・とびうめネット

・急性期病院

・亜急性期・回復期

リハビリ病院

生きがい・社会参加

・自宅

・サービス付き

高齢者向け住宅

・住宅改修

・福祉用具貸与、販売など
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基本施策４

生活支援コーディネーター

・資源開発

・ネットワーク構築

・ニーズとサービスのマッチング

・コスモスネット

※社会保障審議会介護保険部会の資料を基に改編

取組の柱



地域支え合い体制の構築

高齢者の身近な場所で、介護予防と日常生活支援の充実のために、高齢者の自立心を高めながら、
地域の様々な社会資源を見える化し、多様な主体によって支え合う体制を整備していきます。

●地域づくりや継続的な介護予防の実施、地域の多様な主体による生活支援の確保を推進します。

●地域ケア会議の開催等による医療や介護等の専門職の連携体制の整備を図ります。

●集いの場の取り組みを続け、定期的に住民同士が顔を合わせることで、お互いの困りごとを知る場となるような、助け合いの
土壌の構築を図っていきます。

●自主的な取り組みを通して、閉じこもりや孤立の予防、地域の支え合いの充実を図っていきます

おしゃべりの場 学びの場 生きがいづくりの場

社会貢献の場

助け合いの場

健康づくりの場

次世代交流の場









相談支援の推進

地域包括ケアシステムの構築に向け、地域包括支
援センターの事業評価に取り組むとともに、今後、
増加が見込まれる後期高齢者やひとり暮らし高齢者、
高齢者夫婦のみ世帯、認知症高齢者への支援につな
げるため、地域包括支援センターの専門職が中心と
なって相談機能の充実を図ります。

●社会福祉士、保健師、主任ケアマネジャーが中心となり、高齢者
総合事業として、積極的に地域などに出向きます。

●相談支援や地域包括支援センターの周知を行います。

●高齢者の権利擁護のための高齢者虐待対策事業に取り組みます。

●介護サービス事業所ネットワークの合同研修会等の支援を行い、
各事業所との連携を図ります。

●地域包括支援センターの公平性・中立性の確保や効果的な取り組
みの充実を図るとともに、不十分な点の改善につなげるため、地域

包括支援センターの運営や活動に対する点検や評価に取り組みます。



認知症施策の推進

認知症の早期対応体制の推進に併せ、認知症の人
を取り巻く支援体制を推進することで、認知症高齢
者やその介護者が安心して生活できる環境の構築に
取り組んでいきます。

●認知症支援推進員による認知症の人やその家族への相談支援やま
ちづくり出前講座などを通じて、認知症の早期発見、早期対応に取
り組みます。
●認知症の初期の支援を包括的・集中的に行い、自立に向けた生活
のサポートを行う認知症初期集中支援チームを設置し、対象者の支
援を行います。
●認知症サポーターキャラバン事業や成年後見制度の周知及び市民
後見推進事業を充実し、新たに、認知症ケアパスの周知や認知症カ
フェの取り組みを行うことで、認知症の人や家族の支援体制の推進
に取り組みます。
●認知症の進行状態に応じて、どのような支援やサービスを利用す
ることができるかをまとめた認知症ケアパスを配布し、認知症の人
が地域で生活するための基盤づくりと、認知症の人が自分の力を活
かしながら地域の中で暮らしていくための適切なケアマネジメント
の支援につなげます。
●認知症の人やその介護者を地域全体で見守り支援するため、キャ
ラバン・メイト及び認知症サポーターを育成しています。





第4章 介護保険事業の推進

１．介護保険事業に必要な費用及び保険料の推計概要

２．介護保険事業に必要な費用（総事業費）の推計

３．第1号被保険者の介護保険料の設定



第7期の介護保険料基準額は4,800円です

●居宅給付費
●地域支援事業費

第１号保険料
23%
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国
20%
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市
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金
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市
12.5%

●包括的支援事業
●任意事業

国
38.5%

県
19.25%

市
19.25%

総事業費
11,548,297千円 ２３％×

調整交付金
364,756千円＋ −

準備基金繰入
400,500千円

第1号被保険者数× 12か月

4,800円≒



古賀市の第1号被保険者の所得段階別介護保険料

公費投入により
0.5→0.45に引下げ

非課税者層のため
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に750万円以上の区分
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介護給付費・地域支援事業費と介護保険料の推移（第１期～第７期）

保険料 介護給付費 地域支援

事業費

準備基金繰入
150,000,000円

地域支援事業の
開始（H18～）

介護予防・日常生活支援総
合事業の開始（H28～）

★施設整備（予定）
H30：密着型福祉施設

小規模多機能
H31 グループホーム

準備基金繰入
140,000,000円

準備基金繰入
184,500,000円

準備基金繰入
400,500,000円



第5章 ２０２５年の保険給付と保険料の予測

１．２０２５年度の介護保険サービス利用者の推計

２．２０２５年度の介護保険料の予測



2025年の高齢者人口の推計（第1号被保険者）

本市の65歳以上の高齢者人口（第1号被保険者数）は年々増加傾向にあり、2025年には
16,785人（総人口比29.1％）になると予測しています。

【図表57：2025年の人口・高齢者の推計】
住民基本台帳より　　各年９月末　（単位：人）

２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２５年

58,652 58,594 58,514 57,734

15,083 15,398 15,709 16,785

前期高齢者人口（65－74歳） 8,455 8,492 8,647 7,715

後期高齢者人口（75歳以上） 6,628 6,906 7,062 9,070

19,436 19,369 19,293 18,844

25.7% 26.3% 26.8% 29.1%

14.4% 14.5% 14.8% 13.4%

11.3% 11.8% 12.1% 15.7%

※1　人口値はコーホート要因法による推計

※2　65歳以上人口と第1号被保険者数は同数として推計

65－74歳

高齢化率（高齢者人口／総人口）

75歳以上

総人口

40－64歳人口（第2号被保険者数）

65歳以上人口（第1号被保険者数）



居宅サービス費, 15.3億円

居宅サービス費, 24.7億円

地域密着型サービス費, 5.5億円

地域密着型サービス費, 9.4億円

施設サービス費, 9.3億円

施設サービス費, 15.1億円

その他, 1.8億円

その他, 2.7億円

地域支援事業費, 2.4億円

地域支援事業費, 3.3億円

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2018年度 2025年度

（億円）

2025年度 総事業費

約55.1億円（見込み）

2018年度 総事業費

約34.4億円（見込み）

（60.4％）増

※（ ）内の数値

は2018年度との

比率です。

（33.5％）増

（51.8％）増

（62.1％）増

（70.2％）増

（61.2％）増

各年９月末　（単位：人）

２０１８年 ２０１９年 ２０２０年 ２０２５年

2,024 2,190 2,393 3,038

135 145 173 226

345 353 374 467

427 478 543 694

413 462 509 635

273 311 352 437

231 210 185 233

200 231 257 346

（Ａ）第１号被保険者 1,975 2,130 2,321 2,961

６５－７４歳 262 301 349 353

７５歳以上 1,713 1,829 1,972 2,608

49 60 72 77

15,083 15,398 15,709 16,785

13.1% 13.8% 14.8% 17.6%

※　６５歳以上人口と第１号被保険者数は同数として推計

第２号被保険者

（Ｂ）６５歳以上人口（第１号被保険者数）

要介護（支援）認定率（Ａ／Ｂ)

要介護（支援）認定者数

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

【２０２５年の要介護（支援）認定者の推計】 【２０１８年度と２０２５年度の総事業費の比較】



 

（2）2025 年度の介護保険料月額基準額の予測 

 2025 年度の総事業費の見込み等から介護保険料を推計すると、2025 年度の介護保険料

月額基準額は、第 7 期の 1.66 倍となる見込みです。 

 

【図表 60：第 7 期と 2025 年度の介護保険料月額基準額推移】 

 

 

第7期の介護保険料月額基準額

4,800円

2025年度の算定上

介護保険料月額基準額

7,945円



【参考】
第7期のスケジュール



２０１８年度 ２０１９年度 ２０２０年度

7

期
計
画

●施設整備に係る事業者の公募
・認知症対応型共同生活介護
・認知症対応型通所介護

●介護予防講演会の開催：9月8日（土）

●計画策定準備：アンケート調査 ●第8期計画策定

密
着
型
事
業
所
指
定

●デイサービスさくら苑（5月1日指定）

●小規模デイサービスひより茶屋

●（新規）介護老人福祉施設入所者生活介護

●（新規）小規模多機能型居宅介護

●デイサービスセンター あかね
●デイサービスゆとり
●デイハウス こもの倶楽部
●笑顔満開はなことば古賀
●（新規）認知症対応型共同生活介護
●（新規）認知症通所介護

※居宅介護支援事業所：6事業所

●りびんぐ 紀水庵

●グループホーム 花梨

●余香庵

※居宅介護支援事業所：４事業所

法
改
正
関
連

●高所得者利用者負担割合の見直し（8月～）
（介護療養病床：2024年度末で廃止）


